
令和4年4月22日

司法研修所長笠井之・彦

第74期司法修習生考試の不合格者及び不合格者の罷免につ

いて（通知）

第74期司法修習生考試の不合格者については、別添のとおりです。

なお、同不合格者は、 4月20日付けで、裁判所法第68条第1項及び司法修

生に関する規則第17条第1項第1号により司法修習生を免ぜられました。



令和2年度（第74期）司法修習生考試不合格者
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いて（通知）

第74期司法修習生考試の不合格者については、別添のとおりです。

なお、同不合格者は、 4月20日付けで、裁判所法第68条第1項及び司法修習

生に関する規則第17条第1項第1号により司法修習生を免ぜられました。
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第74期司法修習生考試の不合格者については、別添のとおりです。
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令和4年4月22日

司法研修所長 倖 井之彦

第74期司法修習生考試の不合格者及び不合格者の罷免につ

いて（通知）

第74期司法修習生考試の不合格者については､別添のとおりです。

なお、同不合格者は、 4月20日付けで､裁判所法第68条第1項及び司法修習

生に関する規則第17条第1項第1号により司法修習生を免ぜられました。
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